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田村市議会の概要 
 
 
１．議員の任期及び定数 

任 期 令和４年５月１日～令和８年４月３０日 

定 数 １８人 

 

 

２．会派別議員数 

会派名 
市民 
net 

たむら 
政友会 至誠会 

改革未来 
たむら 

市民の会 無会派 計 

人 数  ４人  ４人 ４人 
 

３人 
 

２人 
 

１人 １８人 

 

 

３．当選回数別議員数（町村議会議員歴を含む） 

回 数  １回  ２回  ３回  ４回  ５回  ６回  ７回  ８回  ９回以上 

人 数 ４ ３ ３ １ ３ － ３ １ － 

 

 

４．年齢別議員数 

 
区 分 

３０歳 
～ 

３９歳 

４０歳 
 

４９歳 

５０歳 
～ 

５９歳 

６０歳 
～ 

６９歳 

７０歳 
～ 

 以上 

 
計 

平均 

年齢 

 
最年長 

 
最年少 

男  

 

 ２ ７ ８ １７ ６６．８ ８１．０ ５１．０ 

女    １  １ ６１．０ ― ― 

計    ２ ８ ８ ２０ ６６．５ 

 

 

８１．０ ５１．０ 

 

 

５．議員報酬・旅費等 

 

（※1） 費用弁償日額2,000円の廃止：逼迫する市の財政状況を鑑み、議会自ら行政改革を推進するため議会改革 

調査特別委員会で検討、H20.12.1から日額2,000円の費用弁償を廃止した。 

 

職 名 報  酬  費用弁償(※1) 

 

 日 当  宿   泊   料 

議  長 420,000 本会議又は委員会に出席した

ときは、居住地から議場までの距

離に、１キロ３７円を乗じた額を

支給（片道２㎞以上の場合） 

 

3,000 

甲 

地 

方 

 

14,800 

  

乙 

地 

方 

 

13,300 副議長 369,000 

議 員 350,000 

市 長 920,000 

副市長 728,000 

教育長 670,000 
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６．政務活動費 

月     額 ２０，０００円 

交 付 対 象 会派（所属議員が２人以上）と会派に所属しない議員 

施 行 月 日 平成１８年１０月１日 

 

７．常任委員会（田村市議会委員会条例第２条） 

委員の任期は２年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。 

総務文教常任委員会 ６人 

総務部及び会計課の分掌に属する事項 

議会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員 

会及び教育委員会の所管に属する事項 

他の常任委員会の所管に属さない事項 

市民福祉常任委員会 ６人 
市民部、保健福祉部及び福祉事務所の分掌に属する事項 

（行政局が取り扱う事項を含む） 

 

産業建設常任委員会 ６人 

産業部及び建設部の分掌に属する事項 

（行政局が取り扱う事項を含む） 

農業委員会及び上下水道局の所管に属する事項 

予 算 常 任 委 員 会 １７人 予算議案に関する事項（※H21.2.18から施行） 

  

８．議会運営委員会  

委員の任期は２年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。 

委  員  数 ６人 

設 置 根 拠 田村市議会委員会条例第４条による 

オ ブ ザ ー バ ー 議長、副議長 

招  集  日 招集日前５日まで 

 

９．議会広報委員会（任意設置） 

設置期間は２年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 

委  員  数 ６人 

選 出 方 法 ３常任委員会より各２人選出 

 

１０．議会報告委員会（任意設置） 

委  員  数 ６人 

選 出 方 法 副議長、議会運営委員長、４常任委員会副委員長 
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１１．質疑 

 
 
 
１２．一般質問 

 

１３．代表質問 

 

１４．請願・陳情及び意見書（案）・決議（案） 

 

発 言 通 告 議会開会日翌日の午後５時までに通告する 

発 言 回 数 ３回（再々質疑まで） 

発 言 方 法 登壇 

発 言 時 間 制限無し 

発 言 人 員 制限無し 

方     法 一問一答方式 

人     数 原則制限無し（議運において時間、人数を協議する場合がある） 

質 問 時 期 各定例会 

質 問 時 間 ３０分（質問のみ） 

質 問 回 数 ３回（再々質問まで） 

質 問 方 法 登壇 

通 告 期 間 
議会運営委員会開催日の３日前から議会運営委員会開催日前日の
正午まで 

通 告 内 容 具体的に記入 

質 問 順 位 受付順 

方     法 一問一答方式 

実 施 時 期 各定例会 

実 施 で き る 
会 派 と 人 数 

所属議員が３人以上の会派に限り、 
・所属議員６人以上の会派は２人以内 
・所属議員６人未満の会派は１人 

 

質 問 時 間 
所属議員６人以上の会派は６０分以内（質問のみ） 

〃   未満の会派は３０分以内（質問のみ） 

質 問 回 数 ３回（再々質問まで） 

質 問 方 法 登壇 

通 告 期 間 
一般質問通告受付開始の２日前から一般質問通告受付開始日前日
の午後５時まで 

質 問 順 位 所属議員数の多い順。同人数の場合は受付順 

実 施 月 日 平成１９年３月定例会より実施 

取 扱 及 び 審 査  議会運営委員会で協議 
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１５．議会広報 

名     称 議会広報「たむら議会だより」 

創     刊 平成１７年５月１５日発行 

発 行 回 数 年４回（必要に応じ臨時号も発行する） 

発 行 部 数 １回につき１１，４００部 

配 布 範 囲 市内全世帯及び関係各市町村等 

配 布 方 法 田村市広報に準ずる 

規     格 Ａ４版 

 

 
１６．会議録 

作 成 方 法 外部委託 

規     格 Ａ４版 

 

 
１７．議会のホームページ 

内     容 

市のホームページに掲載（http://www.city.tamura.lg.jp/） 

 https://www.city.tamura.lg.jp/site/gikai/ 

 

 

１８．議会映像配信 

内     容 

本会議の様子について、動画配信（ライブ及び録画）を実施 

（平成27年6月定例会から実施） 

 

・ライブ配信及び動画配信（Y o u T u b e）：https://www.youtube.com 
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田村市議会委員会等構成 
 
 

 
令和４年６月２４日現在   

 

 ■正副議長 

 議   長 大橋 幹一  副 議 長 渡邉 照雄 

 

 ■常任委員会 

区  分 総務文教 市民福祉 産業建設 予 算 

委 員 長 安瀬 信一 二瓶恵美子 石井 忠重 佐藤 重実 

副委員長 遠藤 雄一 吉田 一雄 大河原孝志 吉田 文夫 

委 員 

蒲生 康博 佐藤 重実 半谷 理孝  

全   員 

(議長を除く) 
管野 公治 𠮷田 文夫 大和田 博 

石井 忠治 菊地 武司 渡邉 照雄 

橋本 紀一 猪瀬  明  

 
 

 ■議会運営委員会 

委 員 長 副 委 員 長 委          員 

石井 忠治 蒲生 康博 安瀬 信一 二瓶恵美子 石井 忠重 佐藤 重実 

日本大震災市民生活復興対策調査特別委員会 

  

 ■議会広報委員会（任意） 

委 員 長 副 委 員 長 委          員 

遠藤 雄一 管野 公治 大河原孝志 吉田 一雄 𠮷田 文夫 渡邉 照雄 

 

 

 ■議会選出監査委員 

議会選出監査委員 大和田 博 
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田村市議会議員名簿（議席図） 
 
 
 

  議    長 大橋 幹一  
 

各 部 代 表 課 長 席  事   務   局 

各 部 長 ・ 課 長 席 各 課 長 等 席 

各 部 長 席  各 部 長 等 ・ 課 長 ・ 行 政 委 員 会 の 席 

市 長 ・ 副 市 長 等 席  教育長・各行政委員会の長席  
 

 答 弁 席  
 
 
 
 
 
 

 質 問 席  
 
 
 

4 番 3 番 
      

  2 番 1 番 

管
野 

公
治 

蒲
生 

康
博 

 

  
 

   

吉
田 

一
雄 

大
河
原 

孝
志 

  
       

 

  

12 番 11 番  10 番 9 番 
 

8 番 7 番 
 

6 番 5 番 

石
井 

忠
治 

菊
地 

武
司 

 

𠮷
田 

文
夫 

安
瀬 

信
一 

 

遠
藤 

雄
一 

石
井 

忠
重 

 

佐
藤 

重
実 

二
瓶 

恵
美
子 

  
       

 

  

   18 番 17 番 
 

16 番 15 番 
 

14 番 13 番 

 

  

大
橋 

幹
一 

渡
邉 

照
雄 

 

猪
瀬 

 

明 

大
和
田 

博 

 

半
谷 

理
孝 

橋
本 

紀
一 

 
 
 
 
 
 
 

  
 


